
変革の時代に求められる放射線技師 
ー新たな未来を拓くためにー 



Ⅰ.医療変革の時代 



時代認識；２１世紀前半は医療激動の時代  

• 日本における医療を取り巻く状況の急激な変化の原因は少子高 

  齢人口減少（多死）社会の到来。地域によって変化が異なること 

  に留意する。 ➞地域に見合った医療提供体制を考える 

• 日本における社会情勢の変化；経済・社会の成熟化とグローバ 

  ル化、社会保障負担の増加、可処分所得の目減り、財政収支 

  の悪化と債務残高の累増など➞時代の要請を捉える 

• 医療政策の変化；医療制度の疲弊＋社会保障費増の抑制、医 

  療提供体制の抜本的改革、医療費適正化；給付保障から給付 

  需要発生の抑制へ、国民の信頼感と安心感の維持 

   ➞国策としての医療制度改革を熟知する 

＊高度成長期にその骨格が創られ、あって当たり前の「空気のよう 

 な存在」になってしまった日本の社会保障制度（医療制度）と時代 

 の要請とのミスマッチを抜本的に解決する事が喫緊の課題 

 

    



厚生労働省ホームページより http://www.mhlw.go.jp/ 
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の増加 

人口ボーナスの時代から人口オーナスの時代へ 

厚生労働省ホームページより相澤病院経営戦略部が改変 



※すでに人口ピークを過ぎ、急激に人口減少していくタイプ 

 ※現時点がピークで、ゆるやかに人口減少していくタイプ 
 ※ すでに人口ピークを過ぎているが、ゆるやかに人口減少していくタイプ 

人口推移の3タイプ 

総務省『国勢調査』・国立社会保障問題研究所『日本の地域別将来推計人口』より 相澤病院 経営戦略部 作成 



疾患別・年齢階級別　退院患者数および平均在院日数     　（厚生労働省　平成２３年９月患者調査）

　　

退院患者数 平均在院日数 退院患者数 平均在院日数 病院退院患者 平均在院日数 病院退院患者 平均在院日数 病院退院患者 平均在院日数 病院退院患者 平均在院日数

総数　（単位：千人） 1182.8 34.3 1107.3 18.9 99.4 9.5 436.6 24.3 233.9 35.3 409.5 50.2

1 感染症及び寄生虫症 32.5 21.9 31.0 18.2 6.5 6.2 10.6 14.3 4.8 24.3 10.5 37.6

2 新生物 234.3 19.9 231.8 18.3 2.9 19.6 91.2 15.7 68.4 18.5 71.3 26.7

　（悪性新生物）（再掲） 201.4 21.0 199.2 19.3 1.4 32.2 71.4 17.0 62.6 19.0 65.5 27.0

　　　胃の悪性新生物（再掲） (21.5) 22.4 (21.2) 20.2 (6.4) 16.3 (6.9) 19.9 (8.1) 29.2

　　　結腸及び直腸の悪性新生物（再掲） (33.6) 18.1 (33.3) 15.8 0 (11.5) 13.0 (11.1) 14.2 (10.8) 27.5

　　　気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲） (27.9) 21.9 (27.6) 20.2 0 (8.3) 19.5 (9.7) 19.7 (9.8) 26.1

3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 8.1 30.4 8.0 28.1 1.1 13.7 2.1 18.5 1.3 32.0 3.6 41.9

4 内分泌，栄養及び代謝疾患 33.8 29.1 32.3 21.7 2 7.6 12.2 21.4 6.5 25.0 13.1 43.5

　糖尿病（再掲） 17.7 35.1 16.8 24.2 0.2 16.9 8 26.2 4.4 26.3 5 65.2

5 精神及び行動の障害 34.1 304.1 5.9 44.0 1.3 39.7 20.7 192.2 4.8 606.6 7.1 463.2

6 神経系の疾患 39.0 78.6 33.0 35.0 4.3 17.7 14.5 52.1 6.9 69.0 13.1 131.0

7 眼及び付属器の疾患 41.4 6.1 41.3 5.9 0.8 10.0 9.6 6.6 12 6.3 18.9 5.6

　白内障（再掲） 28.8 4.7 28.7 4.6 0 4.3 3.4 8.7 4.9 15.4 4.9

8 耳及び乳様突起の疾患 9.7 8.1 9.6 7.9 1.1 5.0 4.2 7.6 2.2 7.6 2.3 10.8

9 循環器系の疾患 157.9 45.9 143.9 23.6 1.2 14.6 41.2 23.2 39.8 29.4 75.3 67.4

　（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲） 82.4 21.6 80.3 15.5 0.6 14.8 21.6 9.4 21.7 10.9 38.3 34.4

　　　虚血性心疾患（再掲） (44.1) 9.4 (43.8) 8.0 0 (14.0) 6.5 (14.2) 6.4 (15.8) 14.6

　脳血管疾患（再掲） 50.9 97.4 39.7 44.5 0.1 24.9 11.4 57.3 11.7 70.4 27.3 126.7

10 呼吸器系の疾患 104.2 26.1 99.8 20.0 29.4 5.6 17.9 13.9 10.7 30.8 45.8 43.2

　肺炎（再掲） 41.4 28.7 39.2 22.4 10.1 5.7 4.6 16.3 4.2 36.5 22.2 40.3

　気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲） 7.5 31.5 7.0 17.6 3.8 5.9 0.3 34.5 0.6 37.5 2.6 68.8

11 消化器系の疾患 138.2 13.0 136.8 12.0 7.4 5.6 55.5 10.2 29.4 11.6 45.5 18.7

　肝疾患（再掲） 9.6 27.6 9.2 23.8 0 4.3 21.8 2.4 25.0 2.8 38.6

12 皮膚及び皮下組織の疾患 18.0 26.0 17.4 22.3 1.5 7.1 6.1 17.6 3.3 28.1 7.3 35.7

13 筋骨格系及び結合組織の疾患 53.8 32.6 50.5 25.4 3 13.2 19.5 21.3 12.4 27.2 18.8 51.1

　関節症（再掲） 9.5 38.2 8.9 33.8 0 2.6 27.3 2.6 32.5 4.2 49.2

　脊柱障害（再掲） 23.3 28.2 22.2 22.2 9 18.5 5.7 23.2 8 44.0

14 腎尿路生殖器系の疾患 58.0 21.9 56.5 17.4 3 9.1 23.8 11.5 10.6 22.9 20.6 35.2

　糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲） 26.8 35.3 25.7 27.0 1.4 13.1 8 22.3 5.4 34.2 11.9 47.1

　乳房及び女性生殖器の疾患（再掲） 8.9 5.9 8.8 5.8 0.1 7.7 7.5 5.2 0.7 8.8 0.4 11.7

15 妊娠，分娩及び産じょく 51.5 9.2 51.5 9.2

17 先天奇形，変形及び染色体異常 7.8 16.5 7.8 15.8 5.5 14.9 1.6 17.7 0.3 22.3 0.2 26.1

18 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 24.8 20.3 23.9 15.5 2.9 6.4 6.9 9.6 4.1 15.5 10.9 31.9

19 損傷，中毒及びその他の外因の影響 106.3 32.9 97.9 25.6 10.5 8.5 36.8 19.1 15.4 37.1 43.4 49.0

　骨折（再掲） 60.4 39.6 53.9 31.7 4.2 8.0 16.6 21.7 8.3 39.7 30.8 53.4

20 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 15.6 8.0 14.9 6.6 0.8 6.1 11.4 5.5 1.4 10.2 1.9 22.7

７５歳～２０～６４ ６５～７４０～１９病院全体 一般病床

年齢階級別・疾患別退院患者統計 



  疾患名  年齢 １ヶ月の退院者数 平均在院日数 

２０～６４    １１４００    ５７．３ 

脳血管疾患 ６５～７４    １１７００    ７０．４ 

７５以上    ２７３００  １２６．７ 

２０～６４     ４３００    ３．４ 

白内障 ６５～７４     ８７００    ４．９ 

７５以上    １５４００    ４．９ 

２０～６４     ４６００   １６．３ 

肺炎 ６５～７４     ４２００   ３６．５ 

７５以上    ２２２００   ４０．３ 

２０～６４    １４０００    ６．５ 

虚血性心疾患 ６５～７４    １４２００    ６．４ 

７５以上    １５８００   １４．６ 

年齢階級別・疾患別退院患者統計の主な疾患を抽出 

２７３００÷３０ 
×１２６．７＝ 
    １１５２９７ 
２７３００÷３０ 
×５７．３＝ 
     ４９４１３ 
差は６５８８４床 

肺炎は患者数が 
４.８倍、平均在院 
日数が２.５倍 
２２２００÷３０ 
×４０．３＝ 
     ２９８２２ 
２２２００÷３０ 
×１６．３＝ 
     １２０６２ 
差は１７７６０床 

１日の退院患者 
×平均在院日数 
＝入院した患者数 
＝医療需要 
＝必要最少病床数 
 

脳血管疾患は患者
数が２.４倍平均在
院日数が２.２倍 
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厚生労働省 『患者調査』より、経営戦略部にて作成 
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社会保障制度の変遷ー厚生労働省 www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/.. 





保険者 

国民 
患者 

医療機関 
医師 

保険料 
 税 

診療報酬 

窓口の自己負担 

需要側 供給側 

診療報酬による調整 

・職場や居住地で決まる保険者 
・税による直接補填 
・保険者の拠出金と税で老人医療費を 
 負担 
・フリーアクセスなど 

・診療科の自由、開業の自由 
・標準化されていない医療 
・不十分な医療の質評価 
・など 
 

医療法など法律による調整 

日本の医療制度 公的保険による 

国民皆保険制度 保険医と保険医療機関
による医療提供 

保険診療機関 
保険医 

被保険者 

保険者 

厚生労働省 
政府 

医療 
診療報酬 
請求（レセプト） 

我が国の医療制度は国の緩やかなコントロールの下に、多様な設立主体による医療機関が
参加し、自由に活動することで効率的に運営されてきたと思われるが、今後はどうなる！ 

調整だけではバランスがとれず、抜本的改革が必至となった 





社会保障改革で目指す将来像 





回復期リハ 
病棟 

地域包括ケア 
病棟など 













Ⅱ.変革の時代だから 
求められるもの 





マネジメントとは 
• マネジメントとは、組織における様々な資源や資産・リスクなどを管理し、経営

上の効果を最適化しようとする手法のこと。マネジメントは「管理」と訳されるが
、「管理」という意味のほかにも、「評価・分析・選択・改善・回避・統合・改革・調
整・指揮・統制・組織化」など様々な要素を含んでおり、これらを総合した概念を
マネジメントと考える。高い目標を目指して組織を発展させること。 

• 組織を組織として機能させるものがマネジメントである。マネジメントなくして機
能しうる組織はない。マネジメントを欠くとき計画は実行に移されない。組織とし
て成果を挙げることがマネジメント 

• マネジメントの役割 

    組織の目的を能率的に達成するために、組織の維持・発展を図ること 

• マネジメントの対象は、「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」の４つである。マネジメントは
これら４つのリソースを有効に活用して経営効率を最大化させるために行う。 

• マネジメントと組織の関係 

     組織がなければマネジメントはない。マネジメントがなければ、人の群れ 

     があるだけであって組織はない。その組織は社会のための機関であり、 

     社会・経済・人間が必要とするために存在する 

 



課題の設定 

計画の作成 

計画の実施 

結果の評価 

問題の分析 

課題の再設定 
計画の再作成 
実施方法の検討 

情報収集 状況分析 
自立 
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不断の改革のために何らかのマネジメント方法を確立する 
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変革・改善の考え方と手法 
• PDCAとSDCA 

   PDＣA;Plan-Do-Check-Act 

       SDCA;Standard-Do-Check 

• 管理項目と管理指標は何か！ 

        管理項目；点検項目：チェックリスト、ヒヤリハット 

          狭義の管理項目：システム管理（手術死亡率など） 

    管理指標 

• 問題解決による改善の技法 

• QC７つ道具（パレート図、特性要因図、グラフ、管理図、チェックシート、ヒスト
グラム、散布図、層別）、QFD（品質機能展開）、FMEA（故障モードとその影
響解析） 

品質第一、患者本位、 
事実・データの重視、バラツキ管理、標準化、システム思考 
失敗から学ぶ、重点思考、人間性の尊重 



PDCAサイクル 

組織としてPDCAサイク
ルをしっかりと回して、
継続的改善が行えるよう
にマネジメントする事が
不断の変革が求められる
病院では極めて重要 

重要となる目的、課題 
何を達成するための 
計画か 
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労働力

設備

資金

ノウハウ

情報情報生産性

労働生産性

設備生産性

資本生産性

技術生産性

医療経営とは；医療・病院の質と経営（狭義）の質の両立 

 ↓ 

信頼 
医
療
の
質
・
病
院
の
質 

経営の質 

継続の創造 

人間関係生産性 コミュニケーション 
♕ 



 広義の医療の質の要素は、1）診療の質（技術・能力・成果）、 

2）設備・機器の質、3）付帯サービスの質（接遇・その他）、4）提 

供体制の質（制度・組織・運営）、5）経済性（費用対効果・効率 

性・支払制度）である。 

 別の切り口から見ると、1）適切性、すなわち、技術、2）人間性、 

すなわち、信頼と安心、3）快適性、すなわち、心地よさ、4）経済 

性、すなわち、費用対効果である。 

 医療の提供は個別対応であり、患者の状態や要望によって 

異なる。医療における質とは絶対的なものではなく、相対的な 

ものである。また、医療の社会的役割は時代や制度によって異 

なる。理想的で絶対的な医療というものはない。時代や地域や 

財政の限られた条件の中で、病院がどのような医療を提供す 

ることができるのかが重要である。 

 

医療の質の維持・向上は病院の使命 



品質に関する医療界の問題 
１．品質概念が希薄 
   目的志向の思考や行動様式の欠如 

   医療の受け手志向の医療提供姿勢が希薄 

２．個人能力への依存 
   優れた少数の医療従事者の能力や意欲への依存 

   良い結果を得るためのプロセス志向の欠如 

   個々人の技量に基づく組織的・計画的運営の軽視 

   標準化の意義と重要性の軽視 

   マネジメントの重要性の軽視 

３．技術普遍化技術の軽視 
   分かっていることを普遍化するための方法の軽視 

   当たり前のことをミスやバラツキなく行なう仕組みの構築の欠如 

   当たり前のことを当たり前に行なうための訓練・教育の軽視 



品質マネジメント 
• マネジメントとは目的を継続的に効率よく達成するための全ての活動。又は目的

を効率的に達成するために監視、統制すること。 

• 管理の対象；管理の目的は目的達成である。良い管理のためには目的を定める
ことが何よりも重要となる。目的の設定においては「重点志向」を心がけるべきで
ある。 

• 品質管理のPDCA 

      Ｐｌａｎ 

     Ｐ１；目的、目標、管理項目、管理水準の明確化 

     Ｐ２；目的達成のための手段・方法の決定 

   Ｄｏ 

     Ｄ１；実施準備・整備、教育・訓練 

     Ｄ２；計画、標準通りの実施、手順通りの実施 

   Ｃｈｅｃｋ 

     Ｃ１；目標達成にかかわる進捗状況、処置 

     Ｃ２；副作用の確認、対応。ニアミス・ミス報告 

   Ａｃｔ 

     Ｄ１；応急処置（迅速・正確・誠実）、影響拡大防止（原因分析に基づく原因除去） 

     Ｄ２；再発防止（再教育・ルール変更）、未然防止（変更時の業務プロセスの見直し、 

               日常的に守られていないルールの特定と見直し） 



品質保証 
• 品質保証とは「品質の良いサービスを生み出せるようにすることと、 

  もし不具合があったら迅速に適切な処置をとること」である。 

１．信頼感を与えることができるサービスを顧客に提供するための体 

  系的活動 

  （１）顧客が満足する品質を達成するための手順の確立 

  （２）定めた手順通りに実施した場合に顧客が満足する品質を達成 

    できることの確認 

  （３）日常の作業が手順通りに実施されていることの確認と実施され 

    ていない場合のフィードバック 

  （４）日常的に提供されているサービスが所定の品質に達している 

    ことの確認及び未達成の場合の処置 

２．トラブルが生じた場合の保証と再発防止のための体系的活動 

  （１）応急対策としてのクレーム処理、アフターサービス、補償 

  （２）再発防止策としての品質解析と全工程へのフィードバック 

 ＊どのような仕組みで医療の質と安全を保証するのかの全貌を描く 



必要となる２つの技術；固有技術と管理技術 
・固有技術；サービスの提供に必要なサービスに固有な技術のこと。固有技 

      術にはサービスに直接かかわる知識・技術、サービスの設計にかかわる 

      知識。技術実現・提供にかかわる知識・技術・技能、評価にかかわる知 

      識・技術・技能。医療分野の固有技術とは診断、治療、看護、検査、手術 

      などのいわゆる医療技術そのものである。 

・管理技術；目的達成のための業務を効果的、効率的に実施できるようにし、 

      また様々な運営上の問題を解決していくために有効な技術、方法のこと 

      をいう。固有技術を活かすための技術であり、個人の才覚に頼る芸術で 

      はなく、科学としての医療の質・安全の維持・向上に必須の技術である。 

      しかし管理技術のレベルはそこに埋め込まれている固有技術のレベル 

      以上にはなれない。医療における管理技術とは医療技術を駆使し、患者 

      の満足度、病院経営の効率を向上させる技術のことであり、最も重要な 

      技術は「組織管理の方法」である。（組織構造の設計、責任・権限の定義 

      、業務設計、教育・研修、人事考課、品質マネジメント、原価管理、問題 

      解決法、症例検討会、ピアレビュー、クリニカルパス）管理技術を活用し 

      ながら医療技術を深めることでより良い医療を提供する。 



チーム・組織・個人の関係 
 

• 医療・医療サービスの担い手の専門性が極めて高い
ゆえにチームワーク・協働が極めて重要である！ 

 

 



病院におけるチームとその特性 
 

• 病院ではさまざまなチームの集合・離散が
頻繁に繰り返される 

 

• 病院ではチームの人員構成も活動内容も
実に多彩である 

 

• 病院のチームは専門の異なる専門家同士
の組み合わせとなることが多い 

 



病院特有な組織構造による２チームの存在 

• 医療チーム；診療権限、ファンクショナル組織 

  目標；患者へ良質な医療を提供する 

  臨機応変の自己判断と自主行動 

  より高度な専門職と専門職の連携プレー 

  サッカーチーム、ヨコの分業→実際はタテの分業？ 

• 職場チーム；管理権限、ライン組織 

  目標；職場目標の達成を通して病院目標を達成する 

  上司の命令の下に職場チーム全員で仕事を分担し 

  協力し合って職場目標達成のために協働する。自分 

  の役割を理解し、上司・同僚という相手の役割を理 

  解する 

  野球チーム、タテの分業 



病院における職場チームその特性 
• 病院においては医療チームの活動が優先されるた 

 め、職場チームの存在がないがしろにされることが 

 多い 

• 職員の専門性が強く、組織の仕組みが理解されず 

 指示・命令、報告の原則も理解できない 

• 職場ビジョンが曖昧なため、職場チームとしての目 

 標が持てないことが多い 

• 職場において担当する役割が医療チームに比べ曖 

 昧なため、自分が担当する役割をしっかりと自覚す 

 ることができない。 

• 上司や同僚という相手の役割を十分に理解できな 

 いため、相手の役割に応じたコミュニケーションをと 

 ることができない 

 



変革の時代を生きるために；「創発型組織」（組織
マネジメント）と「プロに育成」（人材マネジメント）         
 

２１世紀に生き残るのは「適応性の高い組織」 
 変化に応じて自らも迅速かつ柔軟に変化していける組織 
 軍隊型組織から創発型組織へ 
 個々のメンバーが「プロフェッショナル」として能力を持つ 

２１世紀は「個；プロ」を活かす時代 
 個性豊かな人間がさまざまに組み合わされる組織 
           →新たなエネルギー、活力、価値観の創出 
       個性がなく画一的な組織 
           →新たな活力の創出は困難 
働き続けたいと思える魅力を創るために！ 
  適正な処遇＋使命感・成長感・貢献感が感じられる組織を創り 

 皆が生き生きと働いていれば、必ずよい仕事が出来る。気持よく
仕事ができれば病院は活性化する。 
 
 



効率的、効果的なチーム医療を行うために 
診療放射線技師の業務拡大については，平成22年4月30日付厚生労働省医政局
長通知「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進の観点から 1.画像診
断等における読影の補助 2.放射線検査等に関する説明・相談 ─が現行制度の下

で実施する業務として挙げられた．その後，厚労省「チーム医療推進会議」の中で
，看護師の特定医行為の問題，各専門職種の業務拡大が審議された．本会では，
チーム医療問題検討委員会を立ち上げ， 平成23年の1月から3月にかけて全国的

な業務実態調査を行った．このアンケート結果に基づき，厚労省の中に「診療放射
線技師に関するワーキンググループ」が設置された．その結果がチーム医療推進
会議で審議 され，さらに社会保障審議会医療部会（平成23年12 月22日開催）で取
りまとめられた．それはCT，MRI 検査時の自動造影剤注入装置による造影剤の投
与，検査終了時の抜針・止血，下部消化管におけるネラトン チューブの挿入，造影

剤・空気等の注入であった．その後のチーム医療推進会議において，画像誘導放
射線治療（IGRT）時の肛門へのカテーテルの挿入，空気の吸引が検査関連行為が

追加され，さらに核医学関連機器を使った検査が法的に明確になった．また診療
放射線技師法第26条第2項の関係であるが，エックス線検診車における胸部の健
診において，医師の立会いが必要でないことが第36回社会保障審議会医療部会（
平成25年11月22日開催）で取りまとめられた．これらの診療放射線技師法改正に
ついては，医療と介護の一括法案として，平成26年2月12日に第186回通常国 会
に提出されるに至ったものである. 

 



「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための法
律の整備に関する法律案」（医療・介護制度改正の一括法案）が，
第186回通常国会において平成26年6月18日に成立し，6月25日に

公布された．この一括法案の中には，医療従事者の業務範囲およ
び業務の実施体制の見直しとして「診療放射線技師法」も含まれて
いる．今回の診療放射線技師法の改正には，診療放射線技師が実
施する検査に伴い必要となるCT，MRI検査時の造影剤の血管内投

与，投与後の抜針・止血の行為，下部消化管検査時などの肛門か
らのカテーテルの挿入などについて，診療の補助として医師の指示
を受けて行うものとし，業務範囲に追加される．また診療放射線技
師が，病院又は診療所以外の場所において，健康診断として胸部
エックス線撮影のみを行う場合に限り，医師又は歯科医師の立会い
を求めないとされた．そして核医学診断装置については，これまで
法的に診療放射線技師の業務として明確になっていなかったが，技
師法第24条第2項の業務等に追加された．この中で「核医学診断装
置」を用いた検査の追記， ならびに健康診断として胸部エックス線

撮影時の医師の立会いを求めないという改正は「公布日」が施行日
（平成26年6月25日）となっている． 



部署別職能要件書 

 



放射線技術科 

ビジョン 

高度な救急医療を提供するために、いつでもいち早く検査・血管内治療
の開始ができ高度な依頼に対しても目的に適した画像情報を提供する。
また放射線被ばくなどの負担を最小限にとどめ、患者さんに優しい検査
を行う。 
 

目標；医療の質 

Door to balloon time 急性心筋梗塞患者の病院到着後90分以内の初回
PCI実施割合 

 

目標；運営の質 

依頼に対し目的に適した画像情報を提供すると同時にパニック値報告
が必要な症例に対し迅速かつ積極的に医師に報告を行い診療に寄与す
るための教育と体制を構築する。 



Ⅲ.今議論されていること 





















医療計画の見直し等に関する意見のとりまとめより 
医療の安全の確保等について 

• 医療機器の安全管理等に関する事項として、高度な医療機器について、
配置状況に加え、稼働状況等も確認し、保守点検を含めた評価を行うこ
ととする。 

• CT・MRI等の医療機器を有する診療所については、都道府県において、そ
れらの機器の保守点検を含めた医療安全の取組み状況について、定期的
に報告を求めることとする。 

• なお、限られた医療資源を有効活用することは重要であることから、今
後も、医療機器等の配置の在り方等については、研究行うことが必要で
ある。 

• 地域医療構想調整会議における検討結果を踏まえて、構想区域ごとの将
来の医療提供体制を構築していくための方向性を定め、関係者間で共有
すること。 

• ○その際には、放射線治療装置等の高額な医療機器について、医療資源
の有効活用の観点から、それらの機器の地域における活用の方法や新た
な導入に向けた方針等についても、協議を行った上で共有すること。 

• ○また、地域の住民が望む医療へのかかり方等を聴取し、ニーズを把握
すること。 

 


